
参加

無料

お問合せ

2026年1月1日に施行された行政書士法改正により、登録支援機関が書類作成を「有償・無償問わ

ず行う行為」は、行政書士法に違反していると見なされるリスクが極めて高くなりました。今回の

法改正は両罰規定になるため、受け入れ企業も法改正を正しく理解し、対策していかなければなり

ません。本セミナーでは、法改正後の受け入れ企業の対応や注意点を徹底的に解説いたします。

セミナー講師

　こんな疑問はありませんか？　

行政書士法改正で何が変わる？

申請書類作成について

改正後の注意点は？

今こそ自社支援に切り替えるべき？

Exstan行政書士法人

行政書士
中村幸平

【主催】笠間市
商工課外国人材支援センター

行政書士法改正
徹底解説セミナー

日時

特定技能外国人雇用中・検討中の

受け入れ企業さまへ

参加形式

対面会場
　笠間市役所本所
2-6会議室

（笠間市中央三丁目２番１号）

【企画・運営】Exstan行政書士法人

2026年
3月24日（火）14:00~15:00

対面&オンラインによるハイブリッド形式

定員 会場先着20名様

申し込み 3月17日23時59分まで

050-8881-6573

【お申し込みはこちら！】



⾏政書⼠法改正徹底解説セミナー 参加申込書

⬜ 本セミナーは録画し、後⽇参加者や希望者に対して限定公開する予定です。
ご同意いただける場合は☑をお願いいたします。

会社名

部署名・役職

氏名

メールアドレス

電話番号

参加方法 ⬜ 対⾯ ⬜ オンライン

セミナーを知った経緯
⬜ 笠間市SNS広報 ⬜ 笠間市広報紙 ⬜ 笠間市DM 
⬜ Exstanメール配信 ⬜ その他(                       )

分野

⬜ 介護 ⬜ ビルクリーニング ⬜ ⼯業製品製造業⬜ 建設業 
⬜ 造船・船⽤⼯業⬜ ⾃動⾞整備 ⬜ 航空 ⬜ 宿泊 ⬜ 農業 ⬜ ⽊材産業
⬜ 漁業 ⬜ 飲食料品製造業 ⬜ 外食業 ⬜ ⾃動⾞運送業 ⬜ 鉄道 ⬜ 林業 
⬜ 現在受け入れていない ⬜ 他の在留資格で受け入れている
⬜ その他(                                                         )

特定技能雇⽤に関する

現状の課題

本セミナーで聞きたい

こと

セミナー後の

個別相談の希望

⬜ オンライン個別相談を希望する 
⬜ 対⾯個別相談を希望する
⬜ 個別相談を希望しない 

2026年1⽉1⽇施⾏の
⾏政書⼠法改正につい

て

⬜ 知っていた ⬜ 知らなかった

※オンラインで参加される方には、登録メールアドレス宛に参加URLを各セミナー前⽇までにメールでお送りいたします。
※個別相談を希望する方は、対⾯で参加する方に限ります。
オンラインで参加し、個別相談を希望する方は、後⽇、⽇程調整をさせていただきます。

表⾯のQRコードよりお申し込みいただくか、下記参加申込書に必要事項をご記入の上、
メールまたはFAXにてお申し込みください。 
メール：yudai@ex-stan.com 宛先：Exstan⾏政書⼠法人 ⽯井裕⼤
FAX：0296-77-1146 宛先：笠間市役所 商⼯課 外国人材支援センター


